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倉敷市新倉敷駅前再開発住宅等指定管理者業務水準書 
 

この倉敷市新倉敷駅前再開発住宅等指定管理者業務水準書は、倉敷市新倉敷駅前再

開発住宅等条例（平成３年条例第２７号。）及び倉敷市新倉敷駅前再開発住宅等条例

施行規則（平成３年規則第７６号。）、倉敷市営住宅等指定管理者募集要項（令和７

年７月）に定めるもののほか、倉敷市営住宅等指定管理者（以下「指定管理者」とい

う。）が倉敷市営住宅等指定管理者募集要項（令和７年７月）記載の対象施設２につ

いて行う業務の詳細について定めることを目的とする。 

特段の規定のない限り、指定管理者が行う事項については次のとおりとする。 

 

 

１ 目指すべき方向性 

(1) 現状認識 

倉敷市新倉敷駅前再開発住宅等（以下「再開発住宅等」という。）は、新倉敷駅前の

土地区画整理事業に伴い、移転を余儀なくされた方たちのために住宅又は店舗を提供

するために設置された。土地区画整理事業の終了により、一般の賃貸物件として、入居

者の受け入れを行っている。 

再開発住宅等は、８階建ての賃貸ビルで、１・２階は店舗１３戸、３階から８階は住

宅３０戸で構成されている。平成４年３月の完成から３０年余りが経過しており、今

後より一層適切な維持管理が必要となってくる。  

住宅については、空きがある状態が続いており、新聞広告、その他の媒体を利用して

入居募集を行い、空きの解消を図られたい。 

 

(2) 目指すべき方向性 

① 入居者の利便性の向上や安全の確保  

② 入居率・収納率の向上  

③ 施設の適正な維持管理  

 

 

２ 管理運営にかかる基本的な考え方 

法令等及び次に掲げる事項を踏まえ、再開発住宅等の入居者（以下「入居者」という。）

が安心して利用できるよう、日常的に点検を行い、仕上げ材等の浮き、ひび割れ、はが

れ、カビ等が発生しない状態を維持し、かつ美観を維持すること。また、施設の設備の機

能を維持するとともに、入居者が快適に施設を利用できる良質な環境を維持し、入居率

の向上を図ること。 

① 入居者の安全確保を第一とすること  

② 入居者にとって快適な施設であることに努めること  

③ 施設の効率的・弾力的運営を行うこと  

④ 適切な広報を行うなど新規入居を促進し、入居率の向上を積極的に図ること  
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⑤ 整理整頓に努め、衛生面に万全を期すこと  

⑥ 魅力ある自主事業を実施するなど、市民サービスの向上に努めること  

⑦ 個人情報の保護を徹底すること  

 

３ 法令等の遵守 

再開発住宅等の管理運営にあたっては、次の各号に掲げる法令等を遵守すること。  

① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号） 

② 倉敷市新倉敷駅前再開発住宅等条例及び倉敷市新倉敷駅前再開発住宅等条例施行

規則  

③ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）  

④ 倉敷市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条例第２号）  

⑤ 倉敷市情報公開条例（平成１０年条例第５号）及び倉敷市情報公開条例施行規則

（平成１０年規則第４１号） 

⑥ 倉敷市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１５年条例第５４号）

及び倉敷市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１５年規

則第８４号） 

⑦ 施設維持、設備保守点検に関する法規  

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、水道法（昭和３２年法律第１７７号）、

消防法（昭和２３年法律第１８６号）等 

⑧ その他管理運営に適用される法令  

 

４ 主たる業務 

業務にあたっては、以下の点に留意すること。  

(1) 入居者の管理に関する業務 

① 入居者の募集及び決定  

ア 新聞広告等による入居者の募集  

募集を随時、行うこと。ただし、住宅又は店舗に空きがない場合は、この限りで

ない。 

イ 再開発住宅等の入居者募集案内書、申込書等の作成及び配布  

募集案内書、申込書等の内容、作成部数及び配布部数を考慮のうえ、募集業務を 

行うこと。 

ウ 再開発住宅等入居申込書の受付、審査 

(ア) 資格審査を実施し、その結果を速やかに倉敷市（以下「市」という。）に報 

告すること。 

(イ) 申込受付期間終了後、募集区分毎に受付件数等を速やかに市へ報告するこ

と。（随時募集の場合は、この限りではない。） 

(ウ) 入居募集等に関する各種書類については、適切な管理を行い、市の要請があ

った場合は、速やかに市へ提出すること。 
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② 入居者の入居 

ア 抽選の実施及び抽選結果の市への報告  

入居申込者の数が入居させるべき空住戸等の戸数を上回る場合は公開抽選を行 

い、その結果を市へ報告すること。（随時募集の場合は、この限りではない。）  

イ 入居予定者の入居資格審査の実施  

入居予定者の住戸等が決定した場合は、速やかに市へ報告すること。  

ウ 入居予定者の再開発住宅等入居申込書の受付、保管 

入居者決定前に、入居申込書の記入内容、申込書に添付されている連帯保証人の 

印鑑証明書を確認し、市へ報告すること。 

エ 再開発住宅等入居決定通知書等の送付  

(ア) 入居決定者に対して入居手続き書類及び入居時の注意事項を説明すること。 

(イ) 入居決定者が辞退した場合は、再開発住宅等辞退届を受理し、速やかに市へ

報告し、補欠順位の上位者を充てること。 

オ 入居時の説明 

再開発住宅等の入居にあたり、次の説明を行うこと。 

 (ア) 再開発住宅等の使用上の注意と故障時における応急措置、修繕依頼の方法

に関すること。 

(イ) 入居時の注意事項、費用負担区分等に関すること。 

(ウ) 申請書、届出書の提出に関すること。 

(エ) その他管理上必要な事項 

カ 入居手続き 

入居手続き会場を確保し、開催日時、受付件数等を必要に応じ市へ報告すること。 

（随時募集の場合は、この限りではない。）  

キ 賃貸借契約の締結、敷金納付の確認及び鍵の交付  

ク 再開発住宅等入居完了届の受理及び入居完了の確認  

ケ 入居者管理台帳の作成  

③ 入居者の退去 

ア 再開発住宅等退去届等の受理及び鍵の受領  

イ 退去修繕の指示及び完了検査  

ウ 住宅等の明渡しの立会及び調査  

エ 損害金の現金収納及び市指定金融機関等への払込み  

オ 家賃等の納入状況の確認並びに敷金還付請求書の受付、審査及び市への送付  

カ 退去者の未納家賃、損害金の督促等納入指導  

④ 入居者に対する管理指導  

ア 再開発住宅等の不正入居者等に対する是正指導  

イ 再開発住宅等に係る要望、苦情及び相談等の処理  

入居者からの要望、苦情及び相談等を受けたときは、速やかに指導処理するとと

もに、その内容を必要に応じ市へ報告すること。  

ただし、疑義が生じた場合は、意見を付したうえで市へ報告し、処理方針等の指

示を受けること。  

ウ 入居者台帳の作成、保管及び整備 
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エ 住宅自治会及び店舗自治会の組織化指導 

オ 入居者からの申請書等の受理  

入居者から申請書等が提出されたときは記載内容を確認し、必要に応じ調査し、

その結果を付して市へ報告すること。 

ただし、住宅等返還届については、退去する当月中に市へ報告すること。 

カ 連絡体制 

窓口開設時間外及び休業日等における緊急修繕等の受付及び連絡体制を維持し、

緊急災害等が発生した場合には、必要な措置を講ずるものとする。なお、その措置

内容を市へ報告すること。  

地震・台風・その他の災害が発生し、再開発住宅等を地域住民の避難場所・救援

物資の保管場所等に使用する必要があると市が判断したときは、これに協力する

こと。 

キ 市からの連絡事項  

市が入居者に周知させるべき事項があるときは、これを適切に周知させること。 

⑤ 無断退去者の追跡調査及び再開発住宅等立入調査による市への報告並びに不用遺

留品の処分等 

⑥ 自動車等保管場所に係る入居者間の調整及び指導等  

 

(2) 再開発住宅等及び敷地の維持管理に関する業務 

① 再開発住宅等の保守管理  

ア 巡回及び目視点検  

再開発住宅等を定期的に巡回し、その結果を市へ報告すること。その際、次の事

項が判明したときは、必要に応じ適切な措置を講じたうえで、速やかに市へ報告す

ること。 

(ア) 再開発住宅等の毀損又は破損箇所を発見したとき。 

(イ) 再開発住宅等の入居者が無断で模様替えをしたことを発見したとき。 

(ウ) 不正入居者及び無断退去者を発見したとき。 

(エ) 再開発住宅等を他人が無断で使用していることを発見したとき。 

(オ) 再開発住宅等の敷地内に不法侵入者を発見したとき。 

(カ) その他再開発住宅等の管理に支障があると判断したとき。 

イ 防火管理業務  

消防法第８条第１項に規定する規定する防火対象物の管理について権原を有す

る者及び防火管理者の資格を有する者を定め、防火管理者は消防法に基づく必要

な業務を行うこと。 

ウ 建物及び敷地の共用部分の清掃（１週間に５日以上） 

エ エレベーターの塗装及び保守点検  

オ 消防用設備の保守点検  

カ 建築基準法に基づく建築物の敷地及び構造（共同施設を含む）並びに建築設備等

の定期点検報告 

キ 火災警報器等の機械警備の実施 

ク 防犯カメラの維持管理  
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ケ 廊下灯、防火扉等の鉄部の錆除去及び修繕  

コ グリーストラップの清掃  

サ その他必要と認められる業務  

※ 上記業務の保守点検については、法令等の定めにより適切に行い、その結果を市

へ報告すること。 

② 計画修繕の助言  

計画修繕とは、年数の経過等により自然損耗したものについて年次計画により、計

画的に行う修繕をいう。  

ア 実施計画の策定  

イ 実施計画について市との協議  

③ 一般修繕の実施  

一般修繕とは、入居者の日常生活に支障を及ぼすものについて緊急に行う修繕等

をいい、次のとおりとする。  

ア 小破修繕 

小規模で軽易な修繕のことであり、実施にあたっては、必要性、緊急性、費用負

担を考慮し、速やかに行うこと。費用負担にあっては、「倉敷市新倉敷駅前再開発

住宅等の修繕等費用負担区分についての取扱基準」による。なお、入居者の責めに

帰すべき時は、入居者の負担とする。  

イ 緊急修繕 

安全確保のため緊急に行う修繕のことであり、実施にあたっては、その緊急性を

考慮して、速やかに行うこと。 

④ 空住戸等修繕の実施  

空住戸等修繕とは、従前の入居者の退去により、次の入居者の生活に支障があると

認められる部分について行う修繕をいい、適正に処理すること。 

⑤ 予防的保全工事等の実施 

予防的保全工事等とは、施設特性や安全性・経済性を考慮しつつ、劣化の有無や兆

候を可能な限り確認又は予測して、予防的補修等を行う修繕をいい、施設の性能・機

能の保持・回復を図ること。 

⑥ 特別修繕の実施  

特別修繕とは、災害その他特別の事情により緊急に行う修繕をいう。  

⑦ 災害等の措置 

ア 被害状況等の把握  

イ 入居者及び罹災住宅等に対する応急措置  

ウ 被害状況等の市への報告  

エ 復旧工事等についての市への協議及び工事等の実施  

オ 火災保険金請求等に必要な書類の作成  

⑧ 再開発住宅等の修繕実績報告書の提出 

実績報告書を翌月の１０日までに提出すること。ただし、緊急修繕や特別な修繕に

ついては、随時提出すること。  

ア 修繕金額が５０万円以上のときは、２者以上から見積書を徴すること。  

イ 修繕等が完了したとき、指定管理者は適正な検査員を任命し、当該修繕等の完了
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検査を行わなければならない。ただし、小破修繕等軽易な修繕の検査は、省略する

ことができる。 

ウ 修繕等により再開発住宅等の財産に増減を生じたものについては、完了報告書

に関係図書を添えて市へ提出すること。 

   エ 修繕料については、毎年度末に精算することとし、収支計算書（様式４－２）で

提案された修繕料の総額から実際に要した費用を除いた余剰金については、市に

返納する必要がある。 

   ただし、修繕料に過不足が生じた場合には、対象施設１の修繕料との相互間で

のみ流用を認めることとする。この場合、各対象施設の収支計算書（様式４）を

改めて提出し、承諾を得る必要がある。  

なお、流用後の修繕料について余剰金が生じた場合は、市に返納する必要があ

る。  

⑨ 修繕費用の負担  

ア １件５０万円以下の修繕は、指定管理者が負担すること。１件５０万円を超える 

修繕費が見込まれる場合は、市と指定管理者との間で協議することとする。 

イ 特別修繕については、市及び指定管理者との間で協議を行い、費用負担を決定す

ることとする。 

 

(3) 家賃及び光熱水費、共益費の計算及び収納に関する業務 

家賃は市の収入とする。共用部の光熱水費・消耗品費等は、指定管理者の負担とする

が、入居者から共用部の光熱水費及び共益費を徴収することができる。  

① 家賃等の収納等  

入居者又は連帯保証人等から、家賃等を収納した場合は、別途締結する倉敷市営住

宅家賃等徴収事務委託契約書に基づき事務処理を行うこと。収納に関する業務とし

ては、次の各号に記載されているものである。  

ア 家賃等納入通知書の送付  

イ 現年度及び過年度分の家賃等の現金収納  

ウ 光熱水費、共益費の算定及び通知  

エ 収納した家賃等の市指定金融機関等への払込み  

オ 家賃等領収書の保管  

カ 過誤納家賃等返還(充当を含む)請求書の受付、審査及び市への送付  

キ 口座振替の勧奨 

② 家賃等の滞納整理  

ア 督促状の送付  

イ 電話又は訪問による滞納家賃等の納入指導  

ウ 催告書等の作成  

エ 支払督促など法的措置の申立てに関する資料の作成  

 

(4) 一般管理業務 

入居者、建物、施設及び敷地等のデータの作成、整備、保管に関すること。  

①   各種届出及び承認申請書等の受理等に関すること  
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ア 各種届出書の受理及び入居者管理台帳の整理  

イ 各種申請書等の受付、審査及び市への送付  

ウ 各種承認通知書の送付及び入居者管理台帳の整理  

② その他管理運営に関し必要な業務  

ア 必要な許認可等の取得等  

イ 監督官庁等への届出業務  

ウ 倉敷市情報公開条例に基づく情報公開業務等  

 

(5) 施設賠償責任保険等 

本業務の実施において、火災保険については、市が付保しなければならない保険

とし、指定管理者が付保しなければならない施設賠償責任保険は、次のとおりとす

る。 

  施設の範囲は、倉敷市営住宅等指定管理者募集要項に規定する対象施設２及びそ 

の敷地とする。 

① 身体上の損害については、被害者１名につき金１億円以上、かつ、１事故に

つき金５億円以上のこと。 

② 財物上の損害については、１事故につき１億円以上のこと。 

③ 個人情報の遺棄・漏洩等に関する損害については、賠償３千万円以上、費用

１百万円以上のこと。 

④ 市を被保険者とする特約を付すこと。 

 

５ その他の業務 

(1) 業務内容の報告に関する業務 

① 毎月終了後、実績報告書を翌月の１０日までに提出すること。 

② 年度終了後、４月２０日までに事業報告書を提出すること。 

③ その他、市が必要とする報告書を提出すること。 

 

(2) 管理運営のための体制の整備に関する業務 

① 業務従事者の雇用等に関すること。  

ア 担当者の他に責任者を１名配置のこと。また、管理運営に係る業務従事者の勤務

形態等については、労働基準法(昭和２２年法律第４９号)・労働安全衛生法（昭和

４７年法律第５７号）・その他労働関係法令を遵守し、管理運営に支障のないよう

に配置すること。  

イ 業務従事者に対して、指定管理業務に必要な研修を実施すること。特に、個人情

報については、厳重な取り扱いを徹底させること。 

② 経理業務・受付業務・帳簿作成業務・その他体制の整備に必要な業務を実施する  

こと。 

 

(3) 各種規程等の作成に関する業務 
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指定管理者が再開発住宅等の管理運営を行う上で各種規程、要項、マニュアル等を

作成する場合は、内容について市と協議を行うこと。  

 

(4) 文書の管理・保存 

指定管理業務の遂行に当たり作成し、又は受領した文書等については、適切に

管理・保存すること。また、指定期間満了後に、市の指示に従って引き渡すこと。 

なお、必要に応じて、指定管理者の保有する書類を提出のうえ説明を行うこと。  

 

(5) 指定管理業務の満了等に伴う引継ぎ業務 

次期指定管理者選定のための説明会等を開催する場合には、会場提供、業務内

容の説明や施設見学などについて協力すること。 

また、次期指定管理者への施設・設備・備品等の引渡し、次期指定管理者の視察

対応、予約者、預かり金の引渡し、業務内容の引継ぎなどを誠実に実施すること。 

 

(6) 建物の通常の使用に伴い生ずる損耗の修繕に関する業務 

賃借人が補修費用を負担することになる修繕の範囲を賃貸借契約書の条項に具

体的に明記すること。さらに、指定管理者が口頭により説明し、賃借人がその旨

を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、修繕の負担区

分が明確に合意されていることを明らかにすること。 

 

(7) 個人情報保護に関する業務 

個人情報保護の重要性を業務従事者に周知・徹底し、万一これが漏洩等した場

合、直ちに市へ報告するとともに対策を講じること。 

 

(8) モニタリングに関する業務 

① 年１回以上、利用者アンケートを実施し、集計後、市へ報告すること。 

ア 実施時期は、２月頃とすること。 

イ 回答者に偏りのないように配慮すること。 

② 年１回以上、セルフモニタリング（指定管理者自らが業務内容の総括を行う

こと）を行い、市へ報告すること。 

 

(9) 地球温暖化防止に関する業務 

施設等から発生する廃棄物の発生抑制、分別及び再資源化に努め、環境負担の軽減

のため省エネルギーにも積極的に努めるとともに、倉敷市第三次環境基本計画に沿っ

た取組みを推進すること。  

   また、市がエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関す

る法律（昭和５４年法律第４９号）及び地球温暖化対策の推進に関する法律（平

成１０年法律第１１７号）に基づくエネルギー使用量調査をはじめとする省エネ・

地球温暖化対策に協力すること。 

(10) 障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進  

市では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法
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律（平成２４年法律第５０号）第９条の規定に基づき、障がい者就労施設等から

の物品等の調達の推進を図るための方針を定め、障がい者優先調達を推進してい

るところであるが、指定管理者においても障がい者就労施設等からの物品及び役

務の調達の推進に努めること。 

 

６ 付加的業務及び業務範囲の拡大等 

次に掲げる事項については、指定管理者の経営判断により、その実施を提案するこ

とができるものとする。  

市は、次に掲げる事項を基準として提案内容の実施を承認することがある。  

① 市が設置する公の施設として、公益性や公平性の観点から問題がないこと 

② 入居者の利便性や快適性等の向上に寄与するものであること  

③ 周辺住民等の生活環境への影響が少ないこと  

④ 民業を過度に圧迫しないこと  

 ただし、提案に係る業務は指定管理料内で行うこと。  

(1) 飲食物及び物品等の販売(自動販売機の設置を含む) 

販売することができるものは、次に例示するものに限る。 

① お茶、清涼飲料水など（アルコール飲料を除く。） 

② お菓子・軽飲食など 

③ 入居者の利便性を向上するために必要な物品 

 

７ 要求水準 

(1) 店舗及び住宅の稼動率 

達成目標   ８０％以上  

 

８ その他注意事項 

① 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定のも

のに有利あるいは不利になる運営をしないこと。  

② 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は、市と協議を行

うこと。また、作成後は、規定の内容を市へ報告すること。 

③ 施設の利用等について、入居者、近隣住民等から苦情があった場合は、適切な対応

をするとともに、その内容を市へ報告すること。  

④ 指定管理者は、この業務水準書に規定するほか、指定管理者の業務の内容及び処

理について、疑義が生じた場合は市と協議し決定すること。  


